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○ 目黒区では、区の公契約の手続及び履行に係る基本的な方針等を定め、公契約

に係る業務に従事する労働者等の適正な労働条件を確保するため、「目黒区公契

約条例」を制定しました。 

 

○ 目黒区公契約条例は、入札・契約制度の基本である、公正性、競争性、透明性、

品質と適正な履行の確保、談合その他の不正行為の排除等のこれまでの取組を一

層強化するとともに、公契約に係る業務に従事する労働者等の適正な労働条件を

確保することにより、優れた人材を確保できる環境の整備及び公契約の適正な履

行の確保を図り、もって区民サービスの向上及び地域経済の活性化に寄与するこ

とを目的としたものです。 

 

○ この条例は、平成２９年第４回目黒区議会定例会で可決され、平成２９年１２

月７日に公布し、平成３０年１０月１日に施行されました。 

１  条例制定の経緯 
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この手引における用語の定義は、以下のとおりです。 

   

用 語 定 義 

公契約 
（１）区が締結する請負契約、業務委託契約 

（２）指定管理協定 

受注者  区と公契約を締結した事業者 

受注関係者 

（１）区以外の事業者から公契約に係る業務の一部を請負い、又

は受託した者（下請、再委託その他いかなる名義によるかを

問わない） 

（２）労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護

等に関する法律に基づき受注者又は（１）に規定する者へ公

契約に係る業務に従事する労働者を派遣した者 

労働者等 

（１）受注者又は受注関係者に雇用され、公契約に係る業務に従

事する者（正社員、パートタイマー、アルバイト、派遣労

働者等雇用形態を問わない） 

（２）受注者及び受注関係者との請負契約により、自らが提供す

る労務の対価を得る者（いわゆる一人親方） 

労働報酬下限額 

 公契約に係る業務に従事する労働者等に対し、受注者及び受注

関係者が支払う報酬で、区長が定める１時間当たりの労働の対価

の下限額 

 

２  用語の定義 
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目黒区公契約条例の主な内容は、以下のとおりです。 

   

事 項 主 な 内 容 

（第 1 条） 

 目的 

 公契約の手続及び履行に係る基本的な方針等を定め、労働者等

の適正な労働条件を確保することにより、優れた人材を確保でき

る環境の整備及び公契約の適正な履行の確保を図り、もって区民

サービスの向上及び地域経済の活性化に寄与することを目的と

する。 

（第２条） 

 定義 
 条例で使用する用語の定義 

（第３条） 

 適用範囲 

（１）予定価格が５，０００万円以上の工事の請負契約 

（２）予定価格が１，０００万円以上の業務委託契約のうち、規

則で定めるもの 

（３）協定のうち、規則で定めるもの 

（第４条） 

 基本方針 

（１）公契約の入札、過程及び内容の透明性を確保する。 

（２）公契約の入札に参加しようとし、又は公契約の相手方にな

ろうとする事業者の間の公正な競争を促進する。 

（３）談合その他の不正行為を排除する。 

（４）区内の事業者が公契約に係る業務を請負い、又は受託する

こと及び区内の者が公契約に係る業務に従事することがで

きる機会を確保するよう努める。 

（５）労働者等の適正な労働条件を確保する。 

（６）公契約の適正な履行を確保する。 

（第５条） 

 区の責務 

 区は、第４条に規定する基本的な方針にのっとり、公契約に関

する施策を総合的かつ効果的に推進する。 

（第６条） 

 受注者の責務 

 受注者は、①公契約に関わる者としての社会的責任の自覚、 

②条例その他の法令遵守、③労働者等の適正な労働条件の確保、

④区が推進する施策への協力に努める。 

３  条例の概要 
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事 項 主 な 内 容 

（第７条） 

 労働報酬下限額 

（１）受注者及び受注関係者は、労働者等に対して、労働報酬下

限額以上の報酬を支払う。 

（２）区長は、次に掲げる公契約に応じ、それぞれに定める額そ

の他の事情を勘案して、労働報酬下限額を定める。 

・工事の請負契約 

  農林水産省及び国土交通省が決定する公共工事の工事

費の積算に用いるための労務の単価 

・業務委託契約及び協定 

  会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例に

規定する給与の額 

（３）労働報酬下限額を定めるときは、あらかじめ目黒区公契約

審議会の意見を聴取する。 

（４）労働報酬下限額を定めたときは、告示する。 

（第８条） 

 受注者の連帯責任 

 受注者は、受注関係者がその労働者等に対して支払った報酬の

額が労働報酬下限額未満のときは、当該労働者等に対し、連帯し

て、当該報酬の額と労働報酬下限額との差額に相当する額を支払

う。 

（第９条） 

 区内の事業者の 

活用 

 受注者は、公契約に係る業務の一部を他の事業者に請け負わ

せ、又は委託しようとするときは、区内の事業者に請け負わせ、

又は委託するよう努める。 

（第１０条） 

 労働者等に対する 

周知 

 受注者は、次に掲げる事項を公契約に係る業務を実施する場所

の見やすい場所に掲示、若しくは備え付け、又は当該事項を記載

した書面を労働者等に交付する。 

（１）労働者等の範囲 

（２）労働報酬下限額 

（３）第１３条の規定による申出をするときの申出先 

（第１１条） 

 健康保険法による被

保険者の資格等に関

する情報の報告 

 受注者は、その労働者等に係る健康保険法による被保険者の資

格等に関する情報を区長に報告する。 

（第１２条） 

 台帳の作成及び 

提出 

 受注者は、その労働者等の氏名、職種及び労働報酬下限額その

他区長が別に定める事項を記載した台帳を作成し、区長が指定す

る期日までに区長に提出する。 
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事 項 主 な 内 容 

（第１３条） 

 労働者等の申出 

 労働者等は、労働報酬下限額以上の報酬の額が支払われないと

きは、その事実を区長、当該労働者等を雇用する受注者若しくは

受注関係者等に申し出ることができる。 

（第１４条） 

 不利益な取扱いの 

禁止 

 第１３条の申出を理由とした解雇、請負契約の解除その他不利

益な取り扱いを禁止する。 

（第１５条） 

 報告等の要求及び 

 立入調査 

 区長は、第１３条の申出又は公契約の履行に係る調査の必要が

あると認めるときは、受注者又は受注関係者に対し、報告等の要

求及び事務所等への立入調査をすることができる。 

（第１６条） 

 是正措置 

 区長は、第１５条の報告等の要求及び立入調査の結果、この条

例に違反していると認めるときは、是正措置を講ずることを求め

る。受注者又は受注関係者は、措置を講じたときには当該措置内

容を区長に報告しなければならない。 

（第１７条） 

 公契約の解除 

 区は、第１５条の報告等の要求及び立入調査、第１６条の是正

措置に正当な理由なく対応しないときは、公契約を解除すること

ができる。 

（第１８条） 

 公表 
 区は、公契約を解除したときは、その旨を公表するものとする。 

（第１９条） 

 損害賠償 

 区は、受注者に対し、公契約の解除により生じた損害の賠償を

請求することができる。また、公契約の解除により受注者に生じ

た損害を賠償する責任を負わない。 

（第２０条） 

 目黒区公契約審議会 

 労働報酬下限額その他区長が必要と認める事項について調査

審議するため、区長の付属機関として、目黒区公契約審議会を置

く。 
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条例の適用となる契約は、以下のとおりです。 

（予定価格は、税込み（消費税及び地方消費税相当額）の金額です。） 

 

 （１） 予定価格が５，０００万円以上の工事の請負契約  
 

 （２） 予定価格が１，０００万円以上の次に掲げる業務委託契約  

     ア 施設の総合管理業務 

     イ 給食調理業務 
 

 （３） 指定管理協定のうち、施行規則で定める施設 ※１ 
 

※１ 平成３１年４月１日以後に締結する公の施設の管理に関する協定（基本協定）

から適用となります。 

 

 

＜注意＞ 

公契約を締結した受注者は、当該契約に係る業務の一部を下請、再委託等に

より受注関係者に請け負わせる場合には、条例が適用される契約であり、受注

関係者にも規定が適用される旨を周知する必要があります。 

特に、労働者等に支払う報酬が、労働報酬下限額を下回ってはならないこと

について、受注関係者と取り交わす文書等に記載し、十分な理解を得る必要が

あります。 

 

４  適用対象となる公契約の範囲 
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条例の適用となる労働者等の範囲は、以下のとおりです。 

 

  （１）受注者又は受注関係者に雇用され、公契約に係る業務に従事する者 

    ※ 正社員、パートタイマー、アルバイト、派遣労働者等雇用形態を問いません。 

 

  （２）受注者及び受注関係者との請負契約により、自らが提供する労務の対価 

を得る者（いわゆる一人親方） 

 

 

 

     【 適用される労働者等の範囲に該当しない者 】 

    

次に掲げる者は、公契約条例の規定が適用されません。 
 

○ 同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人 

○ 最低賃金法第７条の規定により最低賃金の減額の特例を受ける者（ただし、 

使用者が都道府県労働局長の許可を受けている者に限ります。） 

    ○ 労働者ではない者（ボランティア、会社役員等） 

    ○ 公契約に係る業務に直接従事しない者（事務員等） 

    ○ 公契約に係る業務に従事する時間が極めて短い者（従事した時間が１ヶ月 

あたり３０分未満の者） 

    ○ 工事請負契約における現場技術者（現場代理人、監理技術者、主任技術者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５  適用される労働者等の範囲 
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（１）労働報酬下限額とは、条例の適用となる契約において、受注者及び受注関係

者が業務に従事する労働者等に対して支払わなければならない労働対価１時間

当たりの下限額です。 

 

（２）労働報酬下限額は、目黒区公契約審議会からの答申を踏まえ、区長が毎年定

め、告示します。（令和８年度労働報酬下限額については、３６ページを参照。） 

 

【令和８年度労働報酬下限額の設定の考え方】 

公契約の種類 労働者等の区分 労働報酬下限額の設定の考え方 

工事請負契約 

熟練労働者・一人親方 

令和８年度公共工事設計労務単価

（※１）の１時間当たりの単価に

９０％を乗じて得た額 

熟練労働者・一人親方

に当たらない労働者 

(※２) 

令和８年度公共工事設計労務単価

における職種＜軽作業員＞ の １

時間当たりの単価に７０％を乗じ

て得た額 

（１時間当たり１，６３７円） 

業務委託契約 
業務に従事する労働

者 

パートタイム会計年度任用職員賃

金の単価賃金及び東京都の最低賃

金の上げ幅等を勘案して得た額 

（１時間当たり１，４９６円） 協定 

 

※１ 公共工事設計労務単価とは、公共工事の積算に用いる単価（日額：8時間）で、農

林水産省及び国土交通省が、毎年、公共工事に従事する労働者の都道府県別賃金を職

種（５１種類）ごとに調査し、その調査結果に基づき決定するものをいいます。 

 

 ※２ 熟練労働者・一人親方に当たらない労働者とは、次に掲げる者をいいます。 

   ア 見習い・手元等の労働者 

   イ 年金等の受給のために賃金を調整している労働者 

 

６  労働報酬下限額 
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公契約における報酬とは、受注者、受注関係者から労働者等に支払われる賃金等を

いいます。 

公契約の種類及び労働者等に応じて、報酬に算定する手当等は次のとおりです。 

 

（１）工事請負契約 

 公契約の種類 

及び労働者 

算定対象とする 

手当等の例 

算定対象から除く 

手当等の例 

労働基準法第９条に規

定する労働者であって

熟練労働者 

①基本給相当額 

（基本給（定額給）、出来高給） 

②時間外等割増賃金 

（時間外、休日、深夜） 

③基準内手当 

（家族手当（扶養手当）、通勤手

当、都市手当（地域手当）、住

宅手当、現場手当、技能手当、

有給休暇手当、精勤手当） 

④実物給与 

（通勤用定期支給・食事支給） 

⑤臨時の給与 

（賞与（期末手当・勤勉手当）、

その他臨時の賃金等） 

①各職種の通常の作業条件・

内容を超えた特殊な労働に

対する手当 

（突貫手当等） 

②休業手当 

（仕事がないために労働者を休

業させた場合に支払った手当） 

③本来は経費に当たる手当 

（工具手当（労働者個人持ちの工

具損料として支給）、車両手当、

遠隔旅費手当、運転手当（送迎

者運転手当）、赴任等手当、研

修手当、携帯電話手当） 

熟練労働者に当たらな

い労働者 

請負契約におけるいわ

ゆる一人親方 

受注者又は受注関係者との請

負契約における請負代金（請

負代金がその業務に係る作業

の出来高に応じて支払われる

ときは、その額） 

※消費税及び地方消費税に相

当する額を除く。 

調達した資材や持ち込んだ機

械等に係る経費 

  ※ 工事請負契約における熟練労働者及び熟練労働者に当たらない労働者の各   

手当等の詳細は、公共工事労務費調査連絡協議会の「公共事業労務費調査の   

手引き」にある基準内手当、基準外手当の区分に準じています。 

    ※ 次ページに留意点を記載しています。 

7  報酬の定義と算定方法 
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（２）業務委託契約及び協定 

 公契約の種類 

及び労働者 

算定対象とする 

手当等の例 

算定対象から除く 

手当等の例 

業務委託契約におけ

る労働者 

①基本給相当額 

（基本給） 

②時間外等割増賃金 

（時間外、休日、深夜） 

③諸手当 

（現場手当、技能手当、職務手当

、１ヶ月を超える期間ごとに支払

われる賃金（賞与等）） 

①臨時の賃金 

（結婚手当等） 

②その他手当 

（家族手当、通勤手当、別居手当

、子女教育手当、住宅手当) 
協定における労働者 

 

 

（１）、（２）共通の留意点 

  ○ 賃金等は、税金や社会保険料等を控除する前のものであり、手取り額ではあ

りません。 

  ○ 上記における手当て等の名称は、法令で用いられる名称、一般的に用いられ

る名称であり、手当ての算定については、名称のみでなく支給実態等を考慮し

て判断してください。 

  ○ 賞与、通勤手当等、複数回数分がまとめて支払われる手当の算定に当たって

は、直近に支払われた当該手当を、対応する月数で除して得た額を１か月の手

当として算定してください。 

    （例）前年１２月に賞与（６０万円）の支払い（６か月分）があったときの４月の報

酬に算定する額（月払いの場合） 

       ６０万円÷６月＝１０万円 ⇒ この額を算定額に加算します。 
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【条例の適用となる工事請負契約に係る報酬の算定例】 

 

 ○ 工事請負契約における月払い賃金の場合 

 

   Ａ工事 ⇒ 条例の適用対象となる工事 

   Ｂ工事 ⇒ その他の工事 
 

＜労働時間＞ 

区 分  所定時間内労働 所定時間外労働 

Ａ工事従事時間 ① 120：00 ③  15：00 

Ｂ工事従事時間   40：00    5：00 

合計 ② 160：00 ④  20：00 

＜賃金＞ 

区 分 支給額 備考 

基本給 400,000円 月額支給 

時間外賃金 50,000円  

家族手当 20,000円 月額支給 

Ａ工事個別手当 20,000円 
条例の適用対象となる工事に従事した際の

現場手当 

Ｂ工事個別手当 なし  

実物支給 5,000円 月額支給 

臨時の給与（賞与） 30,000円 年間２回６ヶ月ごとに支給 

＜労働報酬の算定＞ 

区 分 
１か月分

の支給額 
 報 酬 備考 

基本給 400,000円 300,000円 400,000×（①120時間÷②160時間） 

時間外賃金 50,000円 37,500円 50,000×（③15時間÷④20時間） 

家族手当 20,000円 15,000円 20,000×（①120時間÷②160時間） 

Ａ工事個別手当 20,000円 20,000円 
条例の適用対象となる工事に係る業務

に対する支給のため全額が対象 

実物支給 5,000円 3,750円 5,000×（①120時間÷②160時間） 

臨時の給与（賞与） 30,000円 22,500円 30,000×（①120時間÷②160時間） 

合 計  398,750円  

 

 A 工事における報酬額 ⇒ ３９８，７５０円  
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条例の適用となる契約では、労働者等の報酬が労働報酬下限額を下回っていないこ

とを判断するため、「基準額」を算定します。 

基準額は、職種ごとに定められた労働報酬下限額に算定労働時間数を乗じた額です。 

 

                              ≦  

 

 （１）算定労働時間数の算出 

区 分  算 定 割 合 内 容 

①所定時間内 

労働時間数 
１００％ 所定時間内の労働時間 

②所定時間外 

 労働時間数 
１２５％ 

所定労働日において、１日に８時間を超え

て従事した労働時間数 

③休日 

 労働時間数 
１３５％ 休日において従事した労働時間数 

④深夜 

 労働時間数 
２５％ 

午後１０時から午前５時までの間に従事

した労働時間数 

 

   ア 上記の②、③、④については、労働基準法第３７条第１項及び第４項に賃

金の割増が定められています。基準額の算定においては時間数を割増すこと

で割増率を反映します。 

   イ ④の深夜労働時間数については、②又は③の内数となります。 

   ウ 時間数に１時間未満の端数を生じたときは、その端数が３０分以上のとき

は１時間とし、３０分未満のときは切り捨てます。（１時間未満は四捨五入。） 

   エ 有給休暇を取得した場合は、その時間も含みます。 

 

＜算定労働時間数の計算例＞ ※条例の適用対象となるＡ工事における従事時間 

① 所定時間内労働時間数  １２０時間 

② 所定時間外労働時間数   １５時間 

１２０時間×１００％＋１５時間×１２５％ ＝ １３８．７５（時間） 

  ⇒ １３９（時間）【 算定労働時間 】 

 

8  報酬の基準額 

基準額 ＝ 算定労働時間数 × 労働報酬下限額 報 酬 
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 （２）基準額の算出 

 

＜基準額の算出例＞ 

 労働報酬下限額：２，７８０円（工事請負契約 労働者時間単価例）とした場合

の基準額 

 

【 基準額 】 

  ２，７８０円×１３９（時間）＝３８６，４２０円 

 

（３）基準額と報酬の比較 

 

＜基準額と報酬の比較例＞ ※条例の適用対象となるＡ工事の場合 

 基準額：３８６，４２０円とした場合 

 

 （基準額）３８６，４２０円 ≦ （報酬額）３９８，７５０円 

 

  このように、条例の適用となる工事請負契約の従事者の報酬が、基準額以上であ

ることを確認してください 

 

  

条例の適用となる契約においては、受注者に、目黒区公契約条例労働台帳（以下、

「労働台帳」といいます。）の作成、提出が義務付けられています。【条例第１２条】 

受注者は、毎月作成した労働台帳（受注関係者分も含む）を、決められた期日まで

に区に提出しなければなりません。提出された労働台帳は、区が内容を確認し、保管

します。 

 労働者等からの申出があったときは、労働台帳に基づき当該労働者等の報酬が、基

準額を下回っていないかを確認します。 

 また、条例第１１条に規定する労働者等の健康保険被保険者の資格等に関する情報

についても、労働台帳に記載して報告することになります。 

なお、目黒区では個人情報保護法及び目黒区個人情報保護条例に基づき、収集した

個人情報を適切に管理し、提出された労働台帳は、労働報酬下限額の確認以外には使

用いたしません。 

 

 

 

9  労働台帳の作成・提出 
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（１）労働台帳の作成方法 

【例：工事請負契約】 

 

 

※様式については、区公式ウェブサイトに「労働台帳（エクセル様式）」を掲載します。 

 

   ① 必要事項を入力します。 

   ② 労働者氏名を入力します。 

   ③ 社会保険加入状況（健康保険・厚生年金・雇用保険）を入力します。 

   ④ 職種を入力します。 

   ⑤ 労働報酬下限額は、職種の入力により自動表示します。 

   ⑥ 従事期間における、１日８時間を限度とする所定労働時間内の合計を入力

します。（条例の対象となる契約、その他の契約すべての労働時間の合計とな

ります。） 

   ⑦ 条例の対象となる契約における、１日８時間を限度とする所定労働時間の

合計を入力します。 

   ⑧ 上記⑦の労働日において、１日８時間を超えて従事した労働時間の合計を

記入します。 

   ⑨ 休日において従事した労働時間数を入力します。 

   ⑩ 上記⑧及び⑨で入力した労働時間数のうち、午後１０時から午前５時まで

の間に従事した労働時間数を入力します。 

   ⑪ 算定労働時間数が自動計算されます。 

   ⑫ 基準額が自動計算されます。（⑤労働報酬下限額×⑪算定労働時間数） 

① ① 

② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ 
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   ⑬ ⑫基準額と⑲の報酬額を比較した結果が、○×で表示されます。 

   ⑭ 基本給や家族手当など、当月の従事時間に対し総額として支給されるもの

で、⑱の個別手当とならないものを入力します。 

   ⑮ 食事代などの実物給与の支給額を入力します。 

   ⑯ 臨時の給与（賞与等）を入力します。（例：ボーナスを１８万円支給されて

いる場合には６ヶ月で割ると、当月分としては３万円となり、ここでは３万

円と入力します。） 

   ⑰ 時間外賃金のうち、条例の適用となる工事分のみを入力します。 

   ⑱ 条例の適用となる契約として把握できる手当については、個別手当として、

その支給額を入力します。 

   ⑲ 報酬額が自動計算されます。 

 

 

⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ 
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（２）労働台帳の提出 

   労働台帳は毎月作成しますが、契約締結後に指定された期日までに提出して 

ください。提出の時期は次のとおりです。第２回目以降は、前回までに提出した 

労働台帳を再提出する必要はありません。 

 

  ア 単年度契約 

回 数 提出の時期 提出する台帳 

第１回 

「条例の適用となる報酬を最初

に支払った月」の翌月１５日まで

（従事開始月１か月分） 

従事開始月１か月分 

※労働台帳が間違いなく作

成できているかを確認さ

せていただきます。 

第２回 
「条例の適用となる報酬を最後

に支払った月」の翌月１５日まで 

第１回目に提出した台帳

を除いた、履行期間中にお

けるすべての月分 

 

  イ 複数年度契約（履行期間が複数の年度にまたがるもの） 

回 数 提出の時期 提出する台帳 

第１回 

「条例の適用となる報酬を各年度の

最初に支払った月」の翌月１５日まで

（従事開始月１か月分） 

従事開始月１か月分 

※労働台帳が間違いなく作

成できているかを確認さ

せていただきます。 

第２回 

以 降 

「条例の適用となる報酬を各年度の

最後に支払った月」の翌月１５日まで

（各年度２回） 

各年度の第１回目に提出

した台帳を除いた、各年度

の履行期間中におけるす

べての月分 

 

※ 契約変更等により、提出時期を変更する場合があります。 

※ 「翌月１５日まで」には、土曜日、日曜日及び祝日を含みます。 
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（３）労働台帳の提出方法 

公契約の種類 提出の方法 

工事請負契約 

作成した労働台帳は、指定の労働台帳（表紙）

を添付し、書面により提出 
業務委託契約 

協定 

 

（４）健康保険被保険者の資格等に関する情報の確認書類の提出 

公契約の種類 提出書類 提出時期 

工事請負契約 

施工体制台帳の写し 

（二次下請以下は再下請 

通知書） 

「労働台帳を提出した月」

の翌月１５日まで 
業務委託契約 

・社会保険（健康保険、厚

生年金、雇用保険、労災

保険）の保険料の領収証

書の写し 

・再委託契約書の写し 

（再委託する場合） 
協定 

 

  【例】４月１日に履行開始し、ひと月分の労働に対する報酬を５月１５日に 

支払う場合。 

 提出の時期 

（１）労働台帳 ６月１５日 

（２）健康保険被保険者の資格等に 

関する情報の確認書類 
７月１５日 

  

（５）労働台帳の提出先 

    労働台帳及び上記（４）にある確認書類は、書面により２部作成し、それぞ

れの提出時期までに、１部を担当所管課に、１部を目黒区総務部契約課（目黒

区総合庁舎４階）に提出してください。 
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条例の適用となる契約において、受注者及び受注関係者は、その業務に従事する

労働者等に対して、労働報酬下限額以上の報酬を支払わなければならないことが定

められています。【第７条】 

 

労働者等は、公契約に係る業務に係る報酬が支払われるべき日において、労働報

酬下限額以上の当該報酬の額が支払われないときは、その事実を区長又は受注者等

に申し出ることができます。【第１３条】 
 

※労働者は、自分自身で報酬等の内訳、労働時間（公契約に係る業務に従事した時間、その

他の業務に従事した時間）を把握し、労働報酬下限額を下回っていないかを確認してくだ

さい。 

 

労働報酬下限額を下回っているときは「申出書」（３６ページ資料４「申出書」参

照。）により、以下のいずれかに申し出ることができます。 
 

   ア 区長（提出先は総務部契約課へ。） 

   イ 受注者 

   ウ 受注者から公契約に係る業務の一部を請負い、又は受託した者 

（下請負者、再委託事業者） 

   エ 受注者又は下請負者等に労働者を派遣する事業者 

 

 

10  公契約において労働者ができること 
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条例の適用となる契約の受注者は、受注関係者と協力のもと、次に掲げる事項につ

いて履行していただくこととなります。 

 

（１）責務【第６条】 

    条例の目的を達成するためには、公契約に関わる方々の理解や協力が必要

不可欠です。 

    そのため、条例の適用となる契約の受注者に対しては、公契約に関わる者

として社会的な責任を自覚していただくとともに、労働基準法をはじめとし

た関係法規の遵守や労働者等の適正な労働条件、区が推進する施策への協力

に努めていただきます。 

 

（２）労働報酬下限額以上の報酬の支払い【第７条】 

    公契約では、労働者等に対し、公契約に係る業務に係る報酬が支払われる

べき日において、労働報酬下限額以上の当該報酬の額を支払わなければなり

ません。 

    受注者は、毎月の報酬支払において、労働報酬下限額以上の報酬が労働者

等に支払われるように、受注関係者への確認・指導も含め、適切な管理をし

なければなりません。 

 

（３）連帯責任【第８条】 

   受注者は、受注関係者がその労働者等に対して支払った報酬の額が労働報

酬下限額を下回ったときは、その差額分について支払うよう指導するととも

に、当該受注関係者と連帯して支払う義務が生じます。 

 

（４）区内の事業者の活用【第９条】 

   条例が適用される公契約を受注した受注者が下請契約をするときは、区内

事業者と契約を締結するように努めていただきます。 

これまでも、区では、区内事業者の優先発注や簡易業者登録制度等、区内事

業者優先のための施策を行うことで、区内事業者を支援・育成する施策を行っ

てまいりました。 

  

11  公契約において受注者が行うべきこと 
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条例の適用となる契約を締結した受注者が下請契約をする場合には、区内事

業者との契約に努め、区内事業者を支援・育成することにより、地域経済の活

性化を目指します。 

 

（５）労働者等に対する周知【第１０条】 

    条例第１３条では、「労働者等は、公契約に係る業務に係る報酬が支払われる

べき日において労働報酬下限額以上の当該報酬の額が支払われないときは、そ

の事実を区長、当該労働者等を雇用する受注者若しくは受注関係者又は当該労

働者等に当該業務を請け負わせ、若しくは委託した受注者若しくは受注関係者

に申し出ることができる。」としています。 

    労働者等にとって、当該業務が、条例の対象となる契約における業務である

ことが知らされていないと申出をすることができません。受注者は、以下の内

容について、労働者等に対して周知しなければなりません。 

     ア 労働者等の範囲 

     イ 労働報酬下限額 

     ウ 申出をするときの申出先 

    実際に周知に使用する様式は問いませんが、３０ページ資料３「労働者への

周知様式例」を参照し、活用してください。 

※なお、区公式ウェブサイトに様式を掲載しています。 

 

（６）労働者等の健康保険被保険者の資格等に関する情報の報告【第１１条】 

    受注者は、労働者等の適切な社会保険への加入義務を徹底するとともに、そ

の加入の状況について、区長に報告しなければなりません。 

    報告の方法は、後述（７）労働台帳の作成の際に合わせて記載していただき

ます。 

 

（７）労働台帳の作成及び提出【第１２条】 

   毎月の報酬について、労働者の氏名、職種、労働報酬下限額、労働時間等を

記載した台帳を作成し、決められた期日までに区（総務部契約課）に提出して

いただきます。 

    

（８）労働者等からの申出への対応【第１４条】 

    受注者は、労働者等から申出があったときは、誠実に対応するとともに、当

該申出をしたことを理由に、解雇、請負契約の解除その他不利益な取り扱いを

することはできません。 
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（９）履行状況の確認等への対応【第１５条】 

    区長が、労働者等からの申出の事実等を確認する必要があると認めるときや

公契約に定められた事項の履行状況を確認する必要があると認めるときに、受

注者に対し、必要な報告や資料の提出を求める場合や区の職員により立入調査

を行う場合には、これに応じなければなりません。 

 

（10）是正措置【第１６条】 

    区長からの是正の措置の求めに対し、速やかに措置を講じ、報告しなければ

なりません。 
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区長は、労働者等からの申し出があった場合や、公契約の履行に係る調査の必要が

あると認めるときは、受注者及び受注関係者に対し、報告や資料等の提出を求めると

ともに、事務所等への立入調査を行うことができます。 

調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者からの請求があったと

きは、これを提示します。（35 ページ資料５「立入調査を行う際の職員の証明書」参照。） 

 

 

受注者及び受注関係者からの報告等及び立入調査の結果、この条例に違反する行為

があった場合、区は受注者及び受注関係者に対して、違反する行為を是正するための

措置を求めます。 

これに対し、受注者及び受注関係者は、速やかに必要な措置を講じ、区の定める所

定の期日までに、区に報告しなければなりません。 

 

 

区は、受注者又は受注関係者が次のいずれかに該当するときは、公契約を解除する

ことができます。 
 

 （１）区の求める報告や資料等の提出がされないとき 

 （２）虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき 

 （３）区の調査を拒んだとき 

 （４）区の調査に非協力的であったとき（妨害、忌避） 

 （５）是正措置を正当な理由なく講じないとき 

 （６）是正報告を行わないとき 

 （７）是正報告が虚偽であったとき 

 

公契約を解除した場合には、受注者に対し、目黒区競争入札参加者指名停止措置基

準に基づき、指名停止の措置を行います。また、指定管理者においては、指定管理協

定の取り消し又は業務の停止を行います。 

12  報告等の要求・立入調査 

13  是正措置 

14  公契約の解除 
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区は、公契約の解除、又は指定管理協定の取り消し又は業務の停止を行ったときは、

その旨を公表することができます。公表する具体的な事項は、以下のとおりです。 
 

（公表する具体的な事項） 

○公契約等の件名（指定管理協定は、協定名）及び締結日 

○受注者又は受注関係者の氏名及び所在地（法人その他の団体は、名称及び代表 

 者の氏名並びに事務所の所在地） 

○公契約等の解除の理由及び解除年月日 

○その他区長が必要と認める事項 

 

 

区は、公契約の解除により発生した区の損害について、必要に応じ受注者に対し、

損害賠償の請求をすることができます。 

また、公契約を解除した場合において、区は受注者及び受注関係者に損害が発生し

てもその責任を負いません。 

 

15  公表 

16  損害賠償 
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 資料１ 条例の適用となる案件の流れ  

 

 

目黒区 受注者等 労働者等 

 

 

  

 

 

目黒区公契約審議会の意見

（答申） 

労働報酬下限額を定める 告  示 

契約締結 

（公契約条例特約条項の添付） 

条例の適用となる契約であること

を明示して告示・指名、入札 

業務の履行開始 

労働者等へ公契約条例

内容の周知徹底 

役務の提供 

雇用契約 

報酬の支払い 労働報酬下限額以上の当

該報酬の額が支払われて

いるかの確認 

労働台帳の 

作成・提出 

労働台帳の 

確認・保管 労働報酬下限額

を下回る場合は 

２５ページへ 
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＜労働報酬下限額を下回る場合＞ 

目黒区 受注者等 労働者等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 受注者等に申出の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 区に申出の場合 

 

申出 

（申出書による） 

申出書の受領・確認 

対応方法の検討 

申出者への回答 

不足分の報酬の支払 

不利益な取扱いの禁止 

 
誠実に対応 

是正措置 

（是正措置・区への報告） 

違反の判明 

↓ 

是正措置を求める 

申出 

（申出書による） 

申出書の受領・確認 

対応方法の検討 

調査の実施  

調査への対応 

（報告・資料提出、立入調査） 

 
 

調査結果の確認 
是正結果の報告 

不足分の報酬の支払 

是正内容の報告確認 

※条例第１７条に該当 

契約解除 違約金（特約条項に該当） 

損害賠償 

不誠実な対応 

⇒契約解除（※） 

不誠実な対応 

⇒契約解除（※） 

公 表 

虚偽の報告 

⇒契約解除（※） 
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 資料２ 目黒区公契約条例 労働台帳（工事請負契約・業務委託契約・協定）  

 

 

 

目黒区公契約条例 労働台帳 

 

 

件 名 

報 告 回   第    回 

報告期間     年  月分  ～   年  月分 

 

 

目黒区公契約条例労働台帳について、関係書類とともに別添のとおり提出します。 

 

 

 

 

 

目黒区長 あて 

 

年  月  日 

 

 

     住 所 

 

受注者  名 称 

 

     代表者                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 27 - 

 

・労働台帳（工事請負契約） 
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・労働台帳（業務委託契約） 
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・労働台帳（指定管理協定） 
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 資料３ 労働者への周知様式例  
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目黒区公契約条例に関するお知らせ（工事請負契約） 

 

 

 

 

件  名  

履行場所  

履行期間  

  この業務は、目黒区公契約条例の適用対象となる契約に該当します。この条例では、当該

業務に従事する労働者等が、区の定める労働報酬下限額から算出する基準額以上の報酬を受

け取れること等が規定されています。 

 

● 目黒区公契約条例とは？ 

  目黒区公契約条例は、公契約に係る業務に従事する労働者等の適正な労働条件を確保する

ことにより、優れた人材を確保できる環境の整備及び公契約の適正な履行の確保を図り、も

って区民サービスの向上及び地域経済の活性化に寄与することを目指しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● どんな契約が対象？ 

  ・工事請負契約（予定価格 5,000 万円以上） 

  ・業務委託契約（施設の総合管理業務、または給食調理業務で予定価格 

1,000 万円以上） 

   ・公の施設の指定管理（施行規則で定める施設） 

（裏面に続きます） 

あなたのお仕事には 

 「目黒区公契約条例」が適用されています 

区役所 

・公共工事、サービスの品質の向上 

・優良事業者の支援・育成 

 

事業者 

・優秀な人材の確保、定着 

・経営環境の改善 

区民（住民） 

・区民サービスの質の向上 

・安全で快適な区有施設の実現 

労働者 

・適正な労働条件の確保 

・仕事に対する意欲の向上 

区民サービスの向上 

地域経済の活性化 
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目黒区公契約条例に関するお知らせ（工事請負契約） 

 

● 条例の適用となる労働者等は？ 

   ・受注者又は受注関係者に雇用され、公契約に係る業務に従事する者 

     ※正社員、パートタイマー、アルバイト等雇用形態を問いません。 

・労働者派遣法に基づき、受注者及び受注関係者へ派遣される派遣労働者 

・受注者及び受注関係者との請負契約により、自らが提供する労務の対価 

を得る者（いわゆる一人親方） 

 

      【次に掲げる者は、公契約条例の規定が適用されません】 

   ○ 同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人 

○ 最低賃金法第７条の規定により最低賃金の減額の特例を受ける者（ただし、 

使用者が都道府県労働局長の許可を受けている者に限ります。） 

    ○ 労働者ではない者（ボランティア、会社役員等） 

    ○ 公契約に係る業務に直接従事しない者（事務員等） 

    ○ 公契約に係る業務に従事する時間が極めて短い者（従事した時間が１ヶ月 

あたり３０分未満の者） 

    ○ 工事請負契約における現場技術者（現場代理人、監理技術者、主任技術者） 

 

● 労働報酬下限額とは？ 

  労働者等に対して支払われるべき１時間当たりの労働報酬の下限の額を「労働報酬下限

額」といいます。労働者等は、労働報酬下限額から算出する基準額以上の報酬を受け取れ

ることができます。 

労働報酬下限額 別紙のとおり 

 

● 申出をする場合の申出先は？ 

  労働者等は、基準額以上の報酬を受け取っていないときは、その旨を次の（１）から（３）

のいずれかに文書で申出することができます。 

（１）発注者 
目黒区役所 総務部契約課 

（提出先）〒153-8573 目黒区上目黒 2-19-15 

（電話） 03-5722-9668 

 

 

（２）受注者（元請業者）  

（３）受注関係者（下請負者等）  

  ※ 申し出をしたことを理由として、解雇、請負契約の解除その他不利益な取扱いを 

受けることはありません。 
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目黒区公契約条例に関するお知らせ（業務委託契約、指定管理協定・令和８年度用） 

 

 

 

 

件  名  

履行場所  

履行期間  

  この業務は、目黒区公契約条例の適用対象となる契約に該当します。この条例では、当該

業務に従事する労働者等が、区の定める労働報酬下限額から算出する基準額以上の報酬を受

け取れること等が規定されています。 

 

● 目黒区公契約条例とは？ 

  目黒区公契約条例は、公契約に係る業務に従事する労働者等の適正な労働条件を確保する

ことにより、優れた人材を確保できる環境の整備及び公契約の適正な履行の確保を図り、も

って区民サービスの向上及び地域経済の活性化に寄与することを目指しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● どんな契約が対象？ 

  ・工事請負契約（予定価格 5,000 万円以上） 

  ・業務委託契約（施設の総合管理業務、または給食調理業務で予定価格 

1,000 万円以上） 

   ・公の施設の指定管理（施行規則で定める施設） 

 

（裏面に続きます） 

区役所 

・公共工事、サービスの品質の向上 

・優良事業者の支援・育成 

 

事業者 

・優秀な人材の確保、定着 

・経営環境の改善 

区民（住民） 

・区民サービスの質の向上 

・安全で快適な区有施設の実現 

労働者 

・適正な労働条件の確保 

・仕事に対する意欲の向上 

区民サービスの向上 

地域経済の活性化 

あなたのお仕事には 

 「目黒区公契約条例」が適用されています 
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目黒区公契約条例に関するお知らせ（業務委託契約、指定管理協定・令和８年度用） 

 

● 条例の適用となる労働者等は？ 

   ・受注者又は受注関係者に雇用され、公契約に係る業務に従事する者 

     ※正社員、パートタイマー、アルバイト等雇用形態を問いません。 

・労働者派遣法に基づき、受注者及び受注関係者へ派遣される派遣労働者 

・受注者及び受注関係者との請負契約により、自らが提供する労務の対価 

を得る者（いわゆる一人親方） 

 

      【次に掲げる者は、公契約条例の規定が適用されません】 

   ○ 同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人 

○ 最低賃金法第７条の規定により最低賃金の減額の特例を受ける者（ただし、 

使用者が都道府県労働局長の許可を受けている者に限ります。） 

    ○ 労働者ではない者（ボランティア、会社役員等） 

    ○ 公契約に係る業務に直接従事しない者（事務員等） 

    ○ 公契約に係る業務に従事する時間が極めて短い者（従事した時間が１ヶ月 

あたり３０分未満の者） 

    ○ 工事請負契約における現場技術者（現場代理人、監理技術者、主任技術者） 

 

● 労働報酬下限額とは？ 

  労働者等に対して支払われるべき１時間当たりの労働報酬の下限の額を「労働報酬下限

額」といいます。労働者等は、労働報酬下限額から算出する基準額以上の報酬を受け取れ

ることができます。 

労働報酬下限額 １，４９６円（１時間当たり） 

 

● 申出をする場合の申出先は？ 

  労働者等は、基準額以上の報酬を受け取っていないときは、その旨を次の（１）から（３）

のいずれかに文書で申出することができます。 

（１）発注者 
目黒区役所 総務部契約課 

（提出先）〒153-8573 目黒区上目黒 2-19-15 

（電話） 03-5722-9668 

 

 

（２）受注者（元請業者）  

（３）受注関係者（再委託業者等）  

  ※ 申し出をしたことを理由として、解雇、請負契約の解除その他不利益な取扱いを 

受けることはありません。 
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資料４ 申出書  

 

 

令和  年  月  日 

 

 

 様 

 

 

                  住 所 

 

                  氏 名               

                   

 

 

 

申 出 書 

 

 

 下記目黒区公契約条例の適用となる契約等に従事している労働者ですが、目黒区

公契約条例に定められている労働報酬下限額から算出する基準額以上の報酬を受

け取っていないため、申し出ます。 

 

記 

 

１、件  名                              

 

２、履行場所                              
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 資料５ 立入調査を行う際の職員の証明書  

 

(表) 

第      号 

立 入 調 査 員 証 

 

                    所属              

        写           氏名              

                    生年月日    年  月  日 

        真 

 

   上記の者は、目黒区公契約条例第１５条の規定により立入調査を行う 

  職員であることを証明する。 

 

  有効期限   年  月  日から 

         年  月  日まで                印 

                    目黒区長       

 

(裏) 

 

目黒区公契約条例（抜粋） 

 （報告等の要求及び立入調査） 

第１５条 区長は、第１３条の規定による申出があったとき又は公契約の履行に係る

調査の必要があると認めるときは、受注者若しくは受注関係者に必要な報告若しく

は資料の提出を求め、又は区の職員に受注者若しくは受注関係者の事務所若しくは

事業所に立ち入り、必要な調査をさせることができる。 

２ 前項の調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があっ

たときは、これを提示しなければならない。 

 

 

 

 

 

 



- 38 - 

 

 資料６ 令和８年度労働報酬下限額  

 

１ 工事請負契約（目黒区公契約条例第７条第２項第１号）に定める契約に係る 

令和８年度労働報酬下限額 

単位：円（１時間当たり） 

№ 職 種 労働報酬下限額 

1 特殊作業員 3,455 

2 普通作業員 3,038  

3 軽作業員 2,105  

4 造園工 3,117  

5 法面工 3,780  

6 とび工 3,725  

7 石工 3,725  

8 ブロック工 3,645  

9 電工 3,860  

10 鉄筋工 3,803  

11 鉄骨工 3,353 

12 塗装工 4,107  

13 溶接工 4,287  

14 運転手（特殊） 3,500  

15 運転手（一般） 2,880  

16 潜かん工 4,197  

17 潜かん世話役 5,030  

18 さく岩工 4,725  

19 トンネル特殊工 4,253  

20 トンネル作業員 3,612  

21 トンネル世話役 4,815  

22 橋りょう特殊工 4,130  

23 橋りょう塗装工 4,107  

24 橋りょう世話役 4,725  

25 土木一般世話役 3,870  
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№ 職 種 労働報酬下限額 

26 高級船員 4,467 

27 普通船員 3,680  

28 潜水士 5,930  

29 潜水連絡員 4,298  

30 潜水送気員 4,040  

31 山林砂防工 3,657  

32 軌道工 6,605 

33 型わく工 3,713  

34 大工 3,443 

35 左官 3,803 

36 配管工 3,387  

37 はつり工 3,510  

38 防水工 4,298  

39 板金工 4,028  

40 タイル工 3,128  

41 サッシ工 3,747  

42 屋根ふき工 3,941  

43 内装工 3,870  

44 ガラス工 3,758  

45 建具工 3,312  

46 ダクト工 3,387  

47 保温工 3,218  

48 建築ブロック工 3,313  

49 設備機械工 3,150  

50 交通誘導警備員Ａ 2,307  

51 交通誘導警備員Ｂ 2,105  

【備考】上記の職種に当たらない次の労働者については、 1,637円 とする。 

（１）見習い・手元等の労働者 

（２）年金等の受給のために賃金を調整している労働者 

 

２ 業務委託契約及び協定（目黒区公契約条例第７条第２項第２号）に定める契約に係

る令和８年度労働報酬下限額については、  1,496 円 とする。 
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 目黒区公契約条例  

 

目黒区公契約条例 

（目的） 

第１条 この条例は、公契約の手続及び履行に係る基本的な方針等を定め、労働者等の適

正な労働条件を確保することにより、優れた人材を確保できる環境の整備及び公契約の

適正な履行の確保を図り、もって区民サービスの向上及び地域経済の活性化に寄与する

ことを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 公契約 目黒区（以下「区」という。）が締結する請負契約、業務委託契約及び地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する公の施設の管理

に関する協定（以下「協定」という。）をいう。 

(2) 受注者 区と公契約を締結した事業者をいう。 

(3) 受注関係者 次に掲げる事業者をいう。 

ア 区以外の事業者から公契約に係る業務の一部を請負い、又は受託した事業者（次号

イに掲げる事業者を除く。） 

イ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和６

０年法律第８８号）第２６条第１項に規定する労働者派遣契約に基づき受注者又はア

に掲げる事業者に対して次号アに掲げる者を派遣した事業者 

 (4) 労働者等 次に掲げる者（区長が別に定める者を除く。）をいう。 

ア 受注者又は受注関係者に雇用され、公契約に係る業務に従事する者 

イ 自らの労務の対価を得るために公契約に係る業務の一部を請負い、又は受託した事

業者 

（適用範囲） 

第３条 第７条第１項及び第８条から第１９条までの規定は、次に掲げる公契約について

適用する。 

(1) 予定価格が５，０００万円以上の工事の請負契約 

(2) 予定価格が１，０００万円以上の業務委託契約のうち、規則で定めるもの 

(3) 協定のうち、規則で定めるもの 

（基本方針） 

第４条 公契約の手続及び履行に係る基本的な方針は、次のとおりとする。 

(1) 公契約の入札、過程及び内容の透明性を確保すること。 

(2) 公契約の入札に参加しようとし、又は公契約の相手方になろうとする事業者の間の

公正な競争を促進すること。 

(3) 談合その他の不正行為を排除すること。 

 (4) 区の区域内（以下「区内」という。）の事業者が公契約に係る業務を請負い、又は受

託すること及び区内の者が公契約に係る業務に従事することができる機会を確保する

よう努めること。 
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(5) 労働者等の適正な労働条件を確保すること。 

(6)  公契約の適正な履行を確保すること。 

（区の責務） 

第５条 区は、前条に規定する基本的な方針にのっとり、公契約に関する施策を総合的か

つ効果的に推進しなければならない。 

（受注者の責務） 

第６条 受注者は、公契約に関わる者としての社会的な責任を自覚し、この条例その他の

法令を遵守するとともに、労働者等の適正な労働条件を確保するよう努めなければなら

ない。 

２ 受注者は、前条の施策に協力するよう努めなければならない。 

（労働報酬下限額） 

第７条 受注者及び受注関係者は、その労働者等に対して、労働報酬下限額（労働者等に

対して支払われるべき１時間当たりの労務の対価の下限の額をいう。以下同じ。）以上

の報酬を支払わなければならない。 

２ 区長は、次の各号に掲げる公契約に応じ、それぞれ当該各号に定める額その他の事情

を勘案して、労働報酬下限額を定めるものとする。 

(1) 工事の請負契約 農林水産省及び国土交通省が決定する公共工事の工事費の積算に

用いるための労務の単価 

(2) 業務委託契約及び協定 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和

元年１０月目黒区条例第９号）第１９条第１項に規定する報酬の額 

３ 区長は、前項の規定により労働報酬下限額を定めるときは、あらかじめ目黒区公契約

審議会の意見を聴くものとする。 

４ 区長は、第２項の規定により労働報酬下限額を定めたときは、これを告示するものと

する。 

（受注者の連帯責任） 

第８条 受注者は、その受注関係者がその労働者等に対して支払った報酬の額が労働報酬

下限額未満のときは、当該労働者等に対し、連帯して、当該報酬の額と労働報酬下限額

との差額に相当する額を支払わなければならない。 

（区内の事業者の活用） 

第９条 受注者は、公契約に係る業務の一部を他の事業者（自らの労務の対価を得るため

に業務を請負い、又は受託する事業者を除く。以下この条において同じ。）に請け負わせ

、又は委託しようとするときは、区内の事業者に当該公契約に係る業務の一部を請け負

わせ、又は委託するよう努めなければならない。 

（労働者等に対する周知） 

第１０条 受注者は、次に掲げる事項を公契約に係る業務を実施する場所の見やすい場所

に掲示し、若しくは備え付け、又は当該事項を記載した書面を労働者等に交付しなけれ

ばならない。 

(1) 労働者等の範囲 

(2) 労働報酬下限額 

(3) 第１３条の規定による申出をするときの申出先 
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（健康保険法による被保険者の資格等に関する情報の報告） 

第１１条 受注者は、その労働者等に係る健康保険法（大正１１年法律第７０号）による

被保険者の資格等に関する情報を区長が指定する期日までに区長に報告しなければなら

ない。 

（台帳の作成及び提出） 

第１２条 受注者は、その労働者等の氏名、職種及び労働報酬下限額その他区長が別に定

める事項を記載した台帳を作成し、区長が指定する期日までに区長に提出しなければな

らない。 

（労働者等の申出） 

第１３条 労働者等は、公契約に係る業務に係る報酬が支払われるべき日において労働報

酬下限額以上の当該報酬の額が支払われないときは、その事実を区長、当該労働者等を

雇用する受注者若しくは受注関係者又は当該労働者等に当該業務を請け負わせ、若しく

は委託した受注者若しくは受注関係者に申し出ることができる。 

（不利益な取扱いの禁止） 

第１４条 受注者及び受注関係者は、前条の規定による申出があったときは、当該申出を

した労働者等に対し、誠実に対応するとともに、当該申出を理由に解雇その他不利益な

取扱いをしてはならない。 

（報告等の要求及び立入調査） 

第１５条 区長は、第１３条の規定による申出があったとき又は公契約の履行に係る調査

の必要があると認めるときは、受注者若しくは受注関係者に必要な報告若しくは資料の

提出を求め、又は区の職員に受注者若しくは受注関係者の事務所若しくは事業所に立ち

入り、必要な調査をさせることができる。 

２ 前項の調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったと

きは、これを提示しなければならない。 

（是正措置） 

第１６条 区長は、前条第１項の規定による報告等の要求又は立入調査の結果、受注者又

は受注関係者がこの条例に違反していると認めるときは、当該受注者又は受注関係者に

対して、当該違反を是正するために必要な措置を講ずることを求めるものとする。 

２ 受注者又は受注関係者は、前項の措置を講じたときは、区長が指定する期日までに当

該措置の内容を区長に報告しなければならない。 

（公契約の解除） 

第１７条 区は、受注者又は受注関係者が次のいずれかに該当するときは、公契約を解除

することができる。 

(1) 第１５条第１項の報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資

料の提出をし、又は同項の調査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 

 (2) 前条第１項の措置を正当な理由なく講じないとき又は同条第２項の報告をせず、若し

くは虚偽の報告をしたとき。 

（公表） 

第１８条 区は、前条の規定による解除をしたときは、その旨を公表するものとする。 
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（損害賠償） 

第１９条 区は、受注者に対し、第１７条の規定による解除により生じた損害の賠償を請

求することができる。 

２ 区は、第１７条の規定による解除により受注者に生じた損害を賠償する責任を負わな

い。 

（目黒区公契約審議会） 

第２０条 区長は、労働報酬下限額その他区長が必要と認める事項について調査審議する

ため、区長の付属機関として、目黒区公契約審議会を置く。 

２ 目黒区公契約審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

（委任）  

第２１条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

  付 則 

１ この条例は、平成３０年１０月１日から施行する。ただし、第７条第２項から第４項

まで及び第２０条の規定は、同年２月１日から施行する。 

２ 第７条第１項及び第８条から第１９条までの規定は、この条例の施行の日以後に行う

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項の規定による公告

又は同令第１６７条の１２第１項の規定による指名に係る請負契約及び業務委託契約、

同日以後に随意契約により締結する請負契約及び業務委託契約（区長が別に定める請負

契約又は業務委託契約を除く。）並びに平成３１年４月１日以後に締結する協定（同日前

に締結した協定に基づき締結する協定を除く。）について適用する。 

    付 則(令和２年３月６日条例第４号) 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
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 目黒区公契約条例施行規則  

 

目黒区公契約条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、目黒区公契約条例（平成２９年１２月目黒区条例第３６号。以下「

条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（適用範囲） 

第２条 条例第３条第２号に規定する規則で定める業務委託契約は、施設の総合的な管理

又は給食調理に係るものとする。 

２ 条例第３条第３号に規定する規則で定める協定は、別表に掲げる施設に係るものとする。 

（公表） 

第３条 条例第１８条の規定による公表は、次に掲げる事項を明らかにして行うものとす

る。 

 (1) 公契約の件名及び締結日 

 (2) 受注者及び受注関係者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 

 (3) 公契約の解除の理由及び年月日 

 (4) その他区長が必要と認める事項 

（組織） 

第４条 目黒区公契約審議会（以下「審議会」という。）は、次に掲げる者につき区長が委

嘱する委員７人以内をもって組織する。 

(1) 学識経験者 

(2) 事業者 

(3) 労働者等 

（任期） 

第５条 委員の任期は２年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再

任を妨げない。 

（会長及び副会長） 

第６条 審議会に会長及び副会長各１人を置き、委員のうちから互選により定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（招集） 

第７条 審議会は、会長が招集する。 

（定足数及び表決数） 

第８条 審議会は、第４条の規定により委嘱された同条各号に掲げる委員各１人以上を含

む４人以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。 

２ 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決

するところによる。 

（委員の責務） 

第９条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。

その職を退いた後も同様とする。 
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（庶務） 

第１０条 審議会の庶務は、総務部契約課が担当する。 

（委任） 

第１１条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

付 則 

 この規則は、平成３０年１０月１日から施行する。ただし、第４条から第１１条までの

規定は、同年２月１日から施行する。 

   付 則(令和２年４月１日規則第９号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

  付 則(令和６年４月１日規則第７号) 

この規則は、公布の日から施行する。  

  付 則(令和６年４月２日規則第３０号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

   付 則（令和７年４月１日規則第５４号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

別表（第２条関係） 

１ 目黒区母子生活支援施設条例（昭和４０年３月目黒区条例第１９号）に定める目

黒区母子生活支援施設 

２ 目黒区中小企業センター条例（昭和４９年３月目黒区条例第１６号）に定める目

黒区中小企業センター 

３ 目黒区立スポーツ施設条例（昭和４９年３月目黒区条例第２１号）に定める目黒

区立スポーツ施設 

４ 目黒区立公園条例（昭和５１年４月目黒区条例第２２号）に定める目黒区立碑文

谷公園 

５ 目黒区立特別養護老人ホーム条例（平成元年１２月目黒区条例第３７号）に定め

る目黒区立特別養護老人ホーム 

６ 目黒区高齢者センター条例（平成４年１２月目黒区条例第５８号）に定める目黒

区高齢者センター 

７ 目黒区営住宅条例（平成９年１１月目黒区条例第５３号）に定める目黒区営住宅 

８ 目黒区心身障害者センター条例（平成１２年９月目黒区条例第４８号）に定める

目黒区心身障害者センター 

９ 目黒区東が丘障害福祉施設条例（平成１８年３月目黒区条例第３１号）に定める

目黒区東が丘障害福祉施設 

１０ 目黒区立福祉工房条例（平成１９年３月目黒区条例第１９号）に定める目黒区立

福祉工房 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目黒区公契約条例に関する問い合わせ先 

 

  目黒区総務部契約課 

    電話番号     ０３－５７２２－９６６８ 

    ＦＡＸ番号    ０３－５７２２－６８３５ 

    メールアドレス  keiyaku03@city.meguro.tokyo.jp 


